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第 2期子ども・子育て支援事業計画（教育・保育施設の量の見込み及び確保  
方策）の中間見直しについて 

１ 第 2 期子ども・子育て支援事業計画の中間見直しについて 

子ども・子育て支援事業計画については、「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の
提供体制の整備並びに子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・
子育て両立支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針」（平成 26 年内閣府告示第
159 号）において、教育・保育給付認定を受けた保護者の認定区分ごとの人数が、認定区分
に係る量の見込みと大きな差がある場合には、適切な基盤整備を行うため、計画の見直しが
必要となるとされております。このため、市町村は、計画期間の中間年を目安として、必要
な場合には、子ども・子育て支援事業計画の見直しを行うこととなっています。 

２ 教育・保育施設の量の見込み及び確保方策の見直しに係る基本的な考え方と見直し案に
ついて

（1）教育・保育施設の量の見込み及び確保の方策の見直しに係る基本的な考え方について 
   国が示す事務連絡に従い、教育・保育施設の計画見直しの要否を決定します。 

  計画を見直す基準 
1 号、2号、3号のそれぞれの認定を受けた子どもごとの実績値が、市町村計画における 

量の見込みと比較して 10%以上の差がある場合に原則として量の見込みの見直しが必要と
判断し、要因分析及びそれに基づく見直し作業を行うこととされています。 

（実績値／量の見込み≦90%、110%≦実績値／量の見込みとなる場合）。 

   また、1 号、2 号、3 号のそれぞれの認定を受けた子どもごとの実績値について、国が示
す考え方では令和３年 4月時点のものを利用するよう記載があります。しかし、苫小牧市に
おいては 4月時点では待機児童は発生していませんが、年度末に向けて特に 0歳児の教育・
保育給付認定者数（保育所等への入所申込み数）が増えることから、令和 4年 3月の実績値
を利用したため、令和 6年度においても待機児童が発生する計画となっています。 
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  計画を見直す場合の量の見込みの算出方法について 
教育・保育施設の量の見込みの見直しについては直近の人口から令和 6 年度までの児
童数を推計し、令和 4年 3月の 1～3号の教育・保育認定区分ごとに、対象児童数に占め
る教育・保育給付認定子ども（保育所等へ入所申込みを行った児童数）の割合（以下「教
育・保育給付認定割合」という。）を乗じて算出します。 

「推計児童数（※）」×「教育・保育給付認定割合」＝「見直し後の量の見込み（人）」 

    （※）「推計児童数」については、計画策定当時と比較して、出生数が減少しているこ
ととから直近の人口を基にコーホート変化率法により算出し、見直しを行います。 

令和 3年度月別教育・保育給付認定者数実績
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳

4月 185 444 439 461 526 503
5 月 210 452 441 470 528 509
6 月 233 456 438 482 529 510
7 月 255 461 441 481 533 511
8 月 289 465 444 491 537 516
9 月 306 466 441 490 541 519
10 月 341 467 448 495 545 515
11 月 371 465 437 495 545 515
12 月 391 471 432 497 546 509
1 月 424 476 429 497 546 509
2 月 451 478 432 501 544 510
3 月 471 477 433 501 544 509
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計画策定当時の推計児童数 
実績 推計 伸び率 

（Ｈ30－Ｒ6）Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6
0 歳 1,249 1,207 1,185 1,153 1,124 1,099 1,074 -14.0%
1-2 歳 2,712 2,555 2,456 2,397 2,343 2,282 2,228 -17.8%
3-5 歳 4,327 4,253 4,069 3,910 3,720 3,602 3,511 -18.9%
小計 8,288 8,015 7,710 7,460 7,187 6,983 6,813 -17.8%
6-8 歳 4,509 4,423 4,382 4,253 4,195 4,014 3,859 -14.4%
9-11 歳 4,584 4,543 4,531 4,480 4,395 4,354 4,225 -7.8%
合計 17,381 16,981 16,623 16,193 15,777 15,351 14,897 -14.3%

  見直し後の推計児童数 

計画を見直す場合の確保方策の算出方法について 
   現状の施設の定員及び見直した量の見込みに沿って行う施設整備等に基づき確保方策を 
算出することを基本とします。 

（2）教育・保育施設の量の見込み及び確保の方策の見直し案について 
教育・保育施設の量の見込みおよび確保の方策についての見直し案については以下のとお
りです。 

令和 2年度(実績) 令和 3年度(実績) 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 新設
合計園数

(うち新設)
園児数 園数

(うち新設)
園児数 園数

(うち新設)
園児数 園数

(うち新設)
園児数 園数

(うち新設)
園児数

量の見込み 
（当初の計画） 

0 歳 405 393 383 375 366
1･2 歳 841 819 801 780 761
3～5 歳
(１号) 2,877 2,766 2,632 2,548 2,483

3～5 歳
(2 号) 1,111 1,066 1,014 981 958

計 5,234 5,044 4,830 4,684 4,568

量の見込み 
（見直し後） 

0 歳 442 471 432 436 427
1･2 歳 869 910 879 842 810
3~5 歳
(1 号) 2,790 2,481 2,366 2,254 2,176

3~5 歳
(2 号) 1,400 1,554 1,482 1,412 1,363

計 5,501 5,416 5,159 4,944 4,776

実績 推計 伸び率 
（Ｈ30－Ｒ6）Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 

0 歳 1,249 1,207 1,097 1,112 1,021 1,031 1,010 -19.1%
1-2 歳 2,712 2,555 2,470 2,336 2,257 2,164 2,084 -23.2%
3-5 歳 4,327 4,253 4,057 3,916 3,735 3,559 3,436 -20.6%
小計 8,288 8,015 7,624 7,364 7,013 6,754 6,530 -21.2%
6-8 歳 4,509 4,423 4,387 4,278 4,222 4,049 3,911 -13.3%
9-11 歳 4,584 4,543 4,518 4,458 4,410 4,382 4,262 -7.0%
合計 17,381 16,981 16,529 16,100 15,645 15,185 14,703 -15.4%
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令和 2年度(実績) 令和 3年度(実績) 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 新設
合計園数

(うち新設)
園児数 園数

(うち新設)
園児数 園数

(うち新設)
園児数 園数

(うち新設)
園児数 園数

(うち新設)
園児数

確
保
方
策（
人
）

認定 
こども園
（当初の計画）
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98

18 

107

18 

110
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1･2 歳 218 256 256 256 256
3～5 歳
(１号) 1,074 1,602 1,791 1,791 1,791

3～5 歳
(2 号) 555 741 771 771 771

計 1,928 2,690 2,916 2,925 2,928

認定 
こども園
(見直し後)

0 歳

13 
(4)

65

16 
(3)

75

17 
(1) 

101

19 
(2)

120

19 

131

10

1･2 歳 208 259 283 337 361
3~5 歳
(1 号) 996 1,251 1,314 1,569 1,481

3~5 歳
(2 号) 590 802 821 851 871

計 1,859 2,387 2,519 2,877 2,844

保育所 
（当初の計画）

0 歳

17 
(△1)

119

15 
(△2)

119

15 

130

15 

140

15 

145

△3 
1･2 歳 436 393 393 393 393
3～5 歳
(2 号) 590 474 474 474 474

計 1,145 986 997 1,007 1,012

保育所 
(見直し後)

0 歳

17 
(△1)

129

15 
(△2)

128

14 
(△1)

123

14 

128

14 

128

△4
1･2 歳 439 428 389 389 389
3~5 歳
(2 号) 777 729 670 670 670

計 1,345 1,285 1,187 1,187 1,187

小規模 
保育事業所
（当初の計画）

0 歳
9 

55
11 
(2) 

69
12 
(1) 

82
13 
(1) 

97
15 
(2) 

117
6 1･2 歳 121 147 160 173 199

計 176 216 242 270 316
小規模 
保育事業所
(見直し後)

0 歳
9 

42 11 
(2) 

62 12 
(1) 

76 13 
(1)

86 15 
(2)

101
61･2 歳 132 157 160 173 199

計 174 219 236 259 300
新幼稚園 
（当初の計画）

3～5 歳
(１号)

8 
(△3) 1,135 6 

(△2) 864 5 
(△1) 604 5 604 5 604 △6 

新幼稚園
(見直し後)

3~5 歳
(1 号)

8
(△3) 1,107 6

(△2) 818 7
(1) 870 4

(△3) 435 4 435 △7 
私学幼稚園
（当初の計画）

3～5 歳
(１号) 3 850 1 

(△2） 310 1 310 1 310 1 310 △2 

私学幼稚園
(見直し後)

3~5 歳
(1 号) 3 687 2

(△1) 412 1
(△1) 310 1 310 1 310 △2 

計 
（当初の計画）

0 歳

50 

255

50 

279

51 
(1) 

310

52 
(1) 

344

54 
(2) 

372

4 

1,2 歳 775 796 809 822 848
3～5 歳
(１号) 3,059 2,776 2,705 2,705 2,705

3～5 歳
(2 号) 1,145 1,215 1,245 1,245 1,245

計 5,234 5,066 5,069 5,116 5,170

計 
(見直し後)

0 歳

50 

236

50 

265

51
(1) 

300

51 

334

53 
(2) 

360

3 
1･2 歳 779 844 832 899 949
3~5 歳
(1 号) 2,790 2,481 2,494 2,314 2,226

3~5 歳
(2 号) 1,367 1,531 1,491 1,521 1,541

計 5,172 5,121 5,043 5,068 5,076

確保方策－
量の見込み 
（当初の計画）

0 歳 △150 △114 △73 △31 6
1,2 歳 △66 △23 8 42 87
3～5 歳
(１号) 182 10 73 157 222
3～5 歳
(2 号) 34 149 231 264 287

確保方策－
量の見込み 
（見直し後）

0歳 △206 △206 △132 △102 △67
1･2 歳 △90 △66 △47 57 139
3~5 歳
(1 号) 0 0 128 60 50
3~5 歳
(2 号) △33 △23 9 109 178
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① 1 号認定（3～5歳）⇒ 量の見込み・確保方策の見直しを行う

令和 4年 3月実績 量の見込み 実績／量の見込み 計画見直し 

実績と量の見込みの差 2,481 2,766 89.7% 量の見込み 
見直し必要

R2 R3 R4 R5 R6 
量の見込み（人）（当初） 2,877 2,766 2,632 2,548 2,483

（見直し後 ※R2,3 は実績） 2,790 2,481 2,366 2,254 2,176
確保方策（人）（当初） 3,059 2,776 2,705 2,705 2,705

（見直し後 ※R2,3 は実績） 2,790 2,481 2,494 2,314 2,226
 認定こども園（当初） 1,074 1,602 1,791 1,791 1,791

（見直し後 ※R2,3 は実績） 996 1,251 1,314 1,569 1,481
新制度幼稚園（当初） 1,135 864 604 604 604

（見直し後 ※R2,3 は実績） 1,107 818 870 435 435
幼稚園（私学）（当初） 850 310 310 310 310

（見直し後 ※R2,3 は実績） 687 412 310 310 310
確保方策‐量の見込み（当初） 182 10 73 157 222

（見直し後 ※R2,3 は実績） 0 0 128 60 50

○実績と量の見込みに 10%以上の差があるため、量の見込みを見直します。 

○当初の計画と比較して、認定こども園、新制度幼稚園の施設数と定員数に変更があるため、

確保方策も見直します。 

見直しのポイント

令和 5年度～新制度幼稚園 1園が閉園により 1号定員を廃止 

     新制度幼稚園２園が認定こども園への移行に伴い 1号定員を縮小 

令和 6年度～認定こども園 1園が施設整備に伴い 1号定員を縮小

1・2号認定（3～5歳）確保方策（令和 5年度以降）
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② 2 号認定（3～5歳）⇒ 量の見込み・確保方策の見直しを行う

令和 4年 3月実績 量の見込み 実績／量の見込み 計画見直し 

実績と量の見込みの差 1,554 1,066 145.8% 量の見込み 
見直し必要

2 号認定（3～5歳） 
R2 R3 R4 R5 R6 

量の見込み（人）（当初） 1,111 1,066 1,014 981 958

（見直し後 ※R2,3 は実績） 1,400 1,554 1,482 1,412 1,363
確保方策（人）（当初） 1,145 1,215 1,245 1,245 1,245

（見直し後 ※R2,3 は実績） 1,367 1,531 1,491 1,521 1,541
 認定こども園（当初） 555 741 771 771 771

（見直し後 ※R2,3 は実績） 590 802 821 851 871
保育所（当初） 590 474 474 474 474

（見直し後 ※R2,3 は実績） 777 729 670 670 670
確保方策‐量の見込み（当初） 34 149 231 264 287

（見直し後 ※R2,3 は実績） △33 △23 9 109 178
 ※令和２、3年度では「確保方策－量の見込み」の実績がマイナスとなっていま 
すが、1号認定として既に入園している認定こども園のみを希望園として 2号 
認定の入所申請を行い、2号認定に空きが出るまでの間、預かり保育事業（幼 
稚園型）を利用しながら入所待ちをする児童がいることが理由であるため、特 
定園を希望しなければ希望者全てが入所できる体制は取れています。 

令和 5年度～新制度幼稚園 2園が認定こども園への移行に伴い 2号定員を新設 

令和 6年度～認定こども園 1園が施設整備に伴い 2号定員を拡大

2号認定（3～5歳）確保方策（令和 5年度以降）

○実績と量の見込みに 10%以上の差があるため、量の見込みを見直します。 

○当初の計画と比較して、認定こども園、保育所の施設数と定員数に変更があるため、確保

方策も見直します。 

見直しのポイント
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③ 3 号認定（0歳）⇒ 量の見込み・確保方策の見直しを行う

令和 4年 3月実績 量の見込み 実績／量の見込み 計画見直し 

実績と量の見込みの差 471 393 119.8% 量の見込み 
見直し必要

3 号認定（0歳） 
R2 R3 R4 R5 R6 

量の見込み（人）（当初） 405 393 383 375 366

（見直し後 ※R2,3 は実績） 442 471 432 436 427
確保方策（人）（当初） 255 279 310 344 372

（見直し後 ※R2,3 は実績） 236 265 300 334 360
 認定こども園（当初） 81 91 98 107 110

（見直し後 ※R2,3 は実績） 65 75 101 120 131
保育所（当初） 119 119 130 140 145

（見直し後 ※R2,3 は実績） 129 128 123 128 128
小規模保育事業所（当初） 55 69 82 97 117

（見直し後 ※R2,3 は実績） 42 62 76 86 101
確保方策‐量の見込み（当初） △150 △114 △73 △31 6

（見直し後 ※R2,3 は実績） △206 △206 △132 △102 △67

○実績と量の見込みに 10%以上の差があるため、量の見込みを見直します。 

○当初の計画と比較して、認定こども園、保育所の施設数と定員数に変更があるため、確保

方策も見直します。 

見直しのポイント

○令和 5年度～小規模保育事業所 1園を開設し 3号定員を新設 

新制度幼稚園 2園が認定こども園への移行に伴い 3号定員を新設 

○令和 6年度～小規模保育事業所 2園を開設し 3号定員を新設 

認定こども園 1園が施設整備に伴い 3号定員を新設 

○市内全域の保育所・認定こども園・小規模保育事業所へ 0歳児の利用定員を超過する受入を依頼。

3号認定（0歳）確保方策（令和 5年度以降）

○幼稚園の認定こども園化と、各施設での利用定員を超過する受入を進め、次期計画（令和 7～12

年度）内で 0歳児の受入枠を確保することを目標にします。 

令和 6年度以降の受け皿不足の対応について
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④ 3 号認定（1・2歳）⇒ 量の見込み・確保方策の見直しを行う。

令和 4年 3月実績 量の見込み 実績／量の見込み 計画見直し 

実績と量の見込みの差 910 819 111.1% 量の見込み 
見直し必要

3 号認定（1・2歳） 
R2 R3 R4 R5 R6 

量の見込み（人）（当初） 841 819 801 780 761

（見直し後 ※R2,3 は実績） 869 910 879 842 810
確保方策（人）（当初） 775 796 809 822 848

（見直し後 ※R2,3 は実績） 779 844 832 899 949
  認定こども園（当初） 218 256 256 256 256

（見直し後 ※R2,3 は実績） 208 259 283 337 361
保育所（当初） 436 393 393 393 393

（見直し後 ※R2,3 は実績） 439 428 389 389 389
小規模保育事業所（当初） 121 147 160 173 199

（見直し後 ※R2,3 は実績） 132 157 160 173 199
確保方策‐量の見込み（当初） △66 △23 8 42 87

（見直し後 ※R2,3 は実績） △90 △66 △47 57 139

○実績と量の見込みに 10%以上の差があるため、量の見込みを見直します。 

○当初の計画と比較して認定こども園と保育所の施設数に変更があるため、確保方策も見

直します。 

見直しのポイント

○令和 5年度～小規模保育事業所 1園を開設し 3号定員を新設 

新制度幼稚園 2園が認定こども園への移行に伴い 3号定員を新設 

○令和 6年度～小規模保育事業所 2園を開設し 3号定員を新設 

認定こども園 1園が施設整備に伴い 3号定員を新設 

3号認定（1・2歳）確保方策（令和５年度以降）


